
平成 29年 (ネ )第 1843号  損害賠償請求控訴事件

控 訴 人  学校法人大阪経済大学

被控訴人  吉井康雄

控訴理由書

平 成 29年 8月 10日

大阪高等裁判所第 4民事部御中

控訴人訴訟代理人弁護 士 神 田知

第 1 訴訟物 の誤 り

1 原審判決

原審は,「名誉を回復す るための措置」 (3頁 ),「名誉回復措置」 (13頁),「 不

法行為の成立を前提 とする肖J除請求J(36頁)な どと判示 していることか らし

て,肖」除請求にかかる訴訟物は,民法723条 に基づ く名誉回復措置請求権だ と

考えているようである。

2 学説・半」例

民法 723条 の 「猛誉を回復す るのに適 当な処分」は,通常,取消・訂正・謝

罪文の掲載など,侵害 された名誉を原状回復するための積極的行為 と解 されて

お り,単なる差止 =名 誉侵害行為の中止は念頭に置かれていない (幾代通 =徳

本伸一補訂 「不法行為法」307頁以下等 )。

判例上は,最大判昭61・ 6・ 11(民集40巻 4号872頁)が 「人の品性、徳行、

猛声、信用等の人格的価値について社会か ら受ける客観的評価である名誉を違

法に侵害 された者は、損害賠償 (民法710条 )又は名誉回復のための処分 (同

法723条 )を求めることができるほか、人格権 としての猛誉権に基づき、加害

釉

賢
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者に対 し、現に行われている侵害行為を排除 し、又は将来生ずべき侵害を予防

するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当であ

る」 としてお り,民法723条 の猛誉回復措置 と,人格権侵害差止請求権は区別

して検討 されている。

また,イ ンターネ ッ トにおける情報の削除請求権について最決平 29。 1・ 31

(民集 71巻 1号 63頁 )も 「人格権ない し人格的利益に基づき,本件検索結果の

削除を求める仮処分命令の申立てをした事案である」 として,人格権侵害差止

請求権を一定の条件のもとで認めているc

3 訴状における主張

訴状 (8頁)において控訴人は,「人格権侵害に基づ く妨害排除請求権 とし

ての削除請求権 を有する」 と主張 してお り,民法723条 に基づ く名誉回復措置

は求めていないcそ のように誤解 されるような記載 もないc

ゆえに,原審判決には訴訟物の認識誤 りがあるばか りか,控訴人の求めた削

除請求に対する判断がなされて t.ヽ ない とい う違法がある。

4 要件の違い

民法723条 に基づ く名誉回復措置は,不法行為 を前提 とすることか ら,故意

・過失 も含めた不法行為の成立が前提 となる。原審の指摘する 「不法行為の成

立を前提 とする肖」除請求」 (36頁 )うま,それであるc

これに対 し,人格権侵害差止請求権は,不法行為の成立を前提 とせず,人格

権が違法に侵害 された事実だけで成立するc

特に,名 誉権侵害事案において注意 を要す るのは,「真実 と信 じるにつき相

当な理由Jの要件である。真実 と信 じるにつき相当な理由は,故意 。過失を阻

去「す る責任阻去「事 由であることか ら (最判平 9・ 9`9半 1時 1618号 52頁 ),人格

権侵害差止請求権の成否には影響を与えない (半J時 2328号 23頁 ,控訴人訴訟代

理人の論政 )

すなわち,た とえ真実 と信 じるにつき相当な理由があっても,真実でなけれ
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ば人格権侵害差止請求権は成立する。

この論点については,原審第 3準備書面でも主張 しているのに,なぜ原審が

訴訟物の認識 を間違えたのか疑間である。

5 結論

原審は肖」除請求について,不法行為が成立 しないか ら削除請求権 もないと判

示 してお り,判例違反,処分権主義違反であるc

また,控訴人の考えている法律構成 と異なる法律構成で半J断するに際 し,何

の釈明もなかったのだか ら,積極的釈明義務違反でもあるc

第 2 名誉権侵害の判断枠組み

1 原審判決

原審は,「 一般に,名 誉毀損については,そ の行為が公共の利害に関す る事

実に係 り,かつ,その 目的が専 ら公益を図ることにあった場合で,摘示 された

事実又は意見ない し論評の前提 としている事実が重要な部分 :こ ついて真実であ

ることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ない し論評 としての

範囲を逸脱 しているものでない限 り,上記行為は違法性を欠 くとい うべきであ

り,仮に,同事実が真実であることが証明されなくても,そ の行為者において

その事実を真実 と信ず るについて相当の理由があるときには,右行為には故意

もし<は過失がなく,結局,不法行為は成立 しないものとい うべきである (最

高裁昭和37年 (オ)第815号 同41年 6月 23日 第一小法廷判決・民集20巻 5号 1118

頁,最 高裁昭和62年 4月 24日 第二小法廷判決・民集41巻 3号490頁 ,最高裁平成

元年 12月 21日 第一小法廷判決・民集43巻 12号 2252頁 参照 )。 」 (16頁 )な どとい

う判断枠組みを示 し, これに本件をあてはめているc

一見すると最高裁判例に員Jつ ているかに見えるが,原審には根本的な理解の

誤 りがある。
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2 判断枠組みの誤 り

上記の判断枠組みは,事実摘示型名誉権侵害の違法性阻去「事由と,意見論評

型猛誉権侵害の違法性阻去「事由とを区別することなく, 1つ の基準でまとめて

しまっている点において,最高裁判例違反であるc

原審は,事実摘示型についても 「人身攻撃に及ぶなど意見ない し論評 として

の範囲を逸脱 しているものでない限 り,上記行為は違法性 を欠 くとい うべき」

との要件を追加 してお り半」例違反がある。

また,判決全文を読む と,そ もそも事実摘示型の検討が念頭にないのではな

いかとも思える。なぜなら原審判決には,指摘 されている記載が事実摘示なの

か,意見論評なのかを判断 している部分がないか らであるc

にも拘わ らず,随所に 「摘示 された事実」 とい う表現があ り,言葉足 らずな

のか判例の理解が誤 つているのか容易には判断できない。

3 最高裁の判断枠組み

まず,事実摘示型の名誉権侵害については,そ の行為が①公共の利害に関す

る事実に係 り,②専 ら公益を図る目的に出た場合に,③摘示 された事実が真実

であれば,違法性が阻去「される (最半」昭41・ 6・ 23民集20巻 5号 1118頁 )cま た ,

行為者において事実を真実 と信 じる (二 ついて相当の理由がある場合に !ま,故意

が阻去「される (最判平 9・ 9・ 9判 時1618号52頁 )=

一方,意見論評型の名誉権侵害については,上記①②に加 え,0当該意見な

い し論評の前提 としている事実が重要な部分について真実であるときには,0

人身攻撃に及ぶなど意見ない し論評 としての域を逸脱 したものでない場合に違

法性が阻去「され,重要な部分について真実 と信 じるについて相当の理由がある

ときは故意が阻去「される (最判平 9。 9・ 9判時1618号 52頁 )c

4 事実摘示 と意見論評の区別

上記のように違法性阻却事由が異なることから,名 誉権侵害の判断において

は,ま ず立証対象が事実摘示なのか意見論評なのかを判断する必要があるc
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事実摘示なのか,意見論評なのかの区別について最判平9・ 9・ 9判時1618号 5

2頁 は,「名誉毀損の成否が問題 となっている部分について、そこに用い られ

ている語のみを通常の意味に従つて理解 した場合には、証拠等をもってその存

否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張 しているものと直ちに

解せない ときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が

有 していた知識ない し経験等を考慮 し、右部分が、修辞上の誇張ない し強調を

行 うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第二者か らの伝聞内容の紹介や推論

の形式を採用するなどによりつつ、間接的ない しえん曲に前記事項を主張する

ものと理解 されるな らば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当であ

る。Jと してお り,前後の文脈 を考慮 しつつ,「証拠等をもつてその存否 を決

することが可能な他人に関する特定の事項」であれば事実摘示であ り,逆に ,

証拠等をもつてその存否を決することができない事項であれば意見論評である

とする。

もつとも,一見 して意見ない し論評の表明とみえる場合であっても,特定の

事項を明示的又は黙示的に主張するものと解 される場合には,事実の摘示を含

む とい うべき場合 もあると解すべきであることは否定 し得ないため (最判平 16

'7・ 15参照),「一般の閲覧者の通常の理解ない し読み方を基準に,前後の文

脈や一般の開覧者が有 している知識ない し́経験も考慮 して,事実の摘示に当た

るか,単なる意見ない し論評であるか,あ るいは,一見 して意見ない し論評の

表明とみえる場合であつても,特定の事項を明示的又は黙示的に主張す るi)の

と角ギされる場合に当たるか否かを半J断 し,事実の摘示 と認められるものについ

ては,続いて 「虚偽の事実」かどうかを判断する」ことになる (知財高判平25

。9・ 25裁判所HP)c

5 事実摘示型為誉権侵害における真実性立証の対象

事実摘示型名誉権侵害において,真実性立証の対象 となるのは,「摘示 され

た事実」である (最半J昭 41・ 6・ 23民集20巻 5号 1118頁 )。
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そ して,摘示 された事実が何であるかは,「 一般読者の普通の注意 と読み方」

(最判昭31・ 7・ 20民集10巻 8号 1059頁)において読み取る。

ここで注意を要するのは,「摘示 された事実」 とは,必ず しも,記事に記載

された事実そのものではない, とい う点である。 この点でも,原審判決は判例

違反をしている。

上記の とお り,事実摘示は,間接的表現,比喩的表現,婉曲的表現,黙示的

表現によっても可能である (最半」平9。 9・ 9半」時 1618号 52頁 )。 ゆえに真実性

立証の対象は,筆者が間接的・比喩的 。婉曲的・黙示的な表現によって伝えた

い 「真意」 となる事実であるc

たとえば,反語表現により「彼は犯人ではない」 とい う記載があつたとすれ

ば,真実性立証の対象は 「犯人ではないこと」ではなく「犯人であること」に

なる。また,「彼はサルだ」 とい う記載があった として,真実性立証の対象は

「彼がサルであることJではなく,「彼が愚鈍な男であること」な どとなる。

このように,事実摘示型名誉権侵害においては,真実性立証の対象は,必ず

しも記事に書かれている記載そのものではなく,表現者の伝 えたいこと,本題 ,

真意 となる事実であるc

6 意見論評型毛誉権侵害における真実性立証の対象

意見論評型名誉権侵害では,意見論評の 「前提 としている事実が主要な点に

おいて真実」であることが要件 となる (最判平9・ 9・ 9判時1618号 52頁 )。

そ して,何 らかの事実があるとしても,意見論評の前提 とな り得ない事実関

係は,「 前提 としている事実」ではないc

また,何 らかの事実があった としても,「意見ない し論評の逸脱性 を判断す

るに際 しては,(中 略)そ の意見ない し論評の内容が不合理か否か といつた点

もその掛酌すべき一事情にな」るものと解すべきであつて,不合理な意見論評

であれば,違法性は阻却 されない (東京高決平27・ 2・ 5判 例集未登載 )。
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第 3 真実性立証 の対象

1 原審判決の非分析的な半J断過程

原審判決は,「本件記事等が摘示する事実及び真実性等の証明対象について」

(15頁 )と 題 してお り,事実摘示型名誉権侵害に関す る判断部分のようにも見

えるが,「継続的かつ組織的に被告に対す るパ ワハ ラが行われていた との見解

を示 したものであって,こ れ ら事実の摘示及び意見の表明により,本件大学を

経営する原告の社会的評価を低下させ,そ の名誉を毀損 したものとい うことが

できる」 (16頁 )と して,最終的には 「事実の摘示及び意見の表明によ り」 と

し,事実摘示型なのか意見論評型なのかを区別することなく,社会的評価の低

下を認定 しているc

さらに原審判決は,「事実①」「事実②」「事実③」の 「これ ら事実の摘示」

によ り原告の社会的評価 を低下 させた, と認定 しているところ (16頁 ),原審

判決のい う事実①は,「 当時カ リキュラム委員会の委員長であった樋 口と学部

長であつた北村が,海外留学中の 2部担当科 目を不開講 とし,非常勤講師への

担当者差 し替えをした事実」 とい うものである (16頁 )cこ の文章には,控訴

人の社会的評価を低下 させ る要素がない c

にもかかわ らず,原審判決は,「樋 口が,平成 15年 2月 25日 ,被告に対

し,第 2部 の情報経営論 IⅡ について,別 の担当者に差 し替え又は不開講 とす

る旨伝えた とい う事実 (事実C)が真実であることは,当 事者間に争いがない」

などと lノ て (24頁 ),違法性阻去「事由の検討をしているc

違法性阻去「事由を論 じるからには,事実①②③の各事実摘示が,それぞれ,控

訴人の社会的評価を低下 させ るとの前提が必要 となるが,そ ういった判示はな

い c

そして結論として 「以上によれば,被告が本件記事等で摘示するとともに意

見表明の前提とした①ないし③は,いずれもその重要な部分において真実であ
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るか少なくとも,被告がこれを真実であると信 じるについて相当な理 由があっ

たと認められる」 として,事実摘示 と意見論評の違法性阻去「事由をまとめて半」

断 している。

このような論理的過ちをしている原因は,ひ とえに,原審判決が事実摘示型

と意見論評型 とを区別することなく, どのような指摘が社会的評価 を低下させ

るのかさえ意識せず,真実性立証の対象を把握 しようとしたことにあると考え

られ る。

原審判決は,「組織的かつ継続的にパ ワハラを受けたなどの事実の摘示又は

意見の表現を含む ものであ り,被告による本件行為は,原告の社会的評価を低

下 させ るものであった」 とも判示 してお り (9頁 ),や は り,「組織的かつ継続

的にパ ワハラを受けた」が,事実摘示なのか意見論評なのかを意識 していない。

そこで以下,よ り分析的な検討プロセスを主張する。

2 控訴人の主張 (訴状の敷街 )

(1)ブ ログでの表現

本件ブログには,以下の記載がある。ブログか らの転載であるc

(ア)私 は 2003年 頃か ら退職に到 る 2012年 までノくワハ ラを経験、 そ

の集大成が 2010年 から用意周到に準備 された特任教員制度の適用拒否

です

(イ)北 村賞、井形浩治、池島真策、二宮正司、樋 口克次 といつた歴代の学

音F執行部の皆 さん、大学の外で、オープンにされた場であなた方の行為は

アカハラに当らない とい うことを証明されては如イ可で しょうか

(ウ )大 阪経済大学パ ワハラ訴訟、経営学部執行部 (井形浩治、池島真策、

北村賞、二宮正司、樋 口克次)に よるパワハラ

(工)金 大経大経営学部、特定の歴代学部執行部によるパ ワハラ/アカハラ

訴訟の全貌を情報公開する

(オ)パ ワハラ/ア カハラに関与 した学部執行部 (2014年 度時点 )
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(力)原 告の特任 申請を退ける学部執行部の組織的な動き

(2)社会的評価の低下

一般読者の普通の注意 と読み方を基準にすると,「経営学部執行部では ,

2003年 か ら2012年 まで組織的なパ ワハラ行為が行われていた」 との

事実,お よび,「組織的パ ワハ ラの集大成 として,特任教員への任用拒否が

用意周到に準備 されていたJと の事実が読み取れ る。

これ らの事実は,執行部,ひいては大学の組織体 としての社会的評価を低

下 させ ることか ら,控訴人の名誉権を侵害するc

さらに原審判決では,執行部 「により継続的かつ組織的に被告に対するパ

ワハラが行われていた」 と読み取れるとの判示部分があ り (16頁 ),こ の点

でも控訴人の名誉権を侵害するc

(3)事実摘示なのか意見論評なのか

上記の記載内容に関しては,(a)組織的な行為なのか否か,(b)パ ワハラや

アカハラなのか否か,(c)特任教員への任用拒否は用意周至」に準備 されてい

たのか否か,の各事実は,いずれ も証拠等をもつて立証することが可能な事

実であるか ら,意見論評型ではなく事実摘示型である。

上記,原審判決の読み取 り方を前提に しても,(d)継続的かつ組織的なパ

ワハラがあつたか否かは,証拠等をもつて立証可能な事実であるから,意見

論評ではなく事実摘示であるこ

実際,労働訴訟などでは,組織的なパ ワハラがあつたか否かが証拠等をも

つて認定されている。

(4)真実性立証の対象

事実摘示型4誉権侵害では,摘示 された事実が真実性立証の対象 となる。

そ して,こ こにい う「摘示 された事実」 とは,上述のとお り,ブ ログに書

かれている事実そのものではなく,一般読者の普通の注意 と読み方を基準に

して読み取つた事実である。
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本件では,上記のとお り「経営学部執行部では, 2003年 か ら2012

年まで組織的にパ ワハ ラ行為が行われていた」 との事実,お よび,「組織的

パワハラの集大成 として,特任教員への任用拒否が用意周到に準備 されてい

た」 との事実が,真実性立証の対象 となる。

さらに,原審の認定を前提 とすれば,「継続的かつ組織的パ ワハラJが真

実性立証の対象 となる。

この′点につき,原審判決は,「事実①」「事実②J「事実③」を真実性立証

の対象だ と捉 えているようだが,それはブログに記載 されている表現そのも

のであって 「摘示 された事実」ではないcしか {),事実①には控訴人の社会

的評価を低下 させ る要素がないことは上記のとお り。

(5)違法性阻却事由の不存在

しかるに,前件訴訟では 「2003年 頃か ら2012年 までの組織的パワ

ハ ラ」なるものは認定 されてお らず (甲 第 2号証の 1, 2),地裁,高裁を

通 じて 「パ ワハラ」は争′ほとなってお らず,経営学部執行部が組織的に被控

訴人に対 しパ ワハラ,アカハラ行為をしてきた との事実は認定されていない

のであって (上 記同様),被控訴人の摘示事実は根拠に基づかない反真実の

記事であ り違法性阻去「事由がないc

被控訴人がブログで主張するパ ワハラ,アカハラ行為は,カ リキュラム委

員会,人権委員会が組織 されている原告の学内では起こりえない (甲 第 3号

証の 1,理事長陳述書 )。

原審の認定 した事実関係の中には,「継続的かつ組織的パ ワハ ラJの事実

はないのであ り,真実性立証はなされていない。

意見論評だ と仮定 した場合

(1)原審判決

原審判決は,「事実①」「事実②」「事実③」を前提 とす る,執行部 「によ

り継続的かつ組織的に被告に対するパ ワハラが行われていた」 との読み方を
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意見論評だと捉えているようにも善解できる (16頁 )。

(2)前提 となる事実の反真実性

原審判決は,「執行部による継続的かつ組織的パ ワハラ」 とい う意見論評

の前提 となる事実は,事実① 「2003年 〔平成 15年〕 2月 ～ 3月 ,学部

執行部が,海外留学中の被告の 2部担当科 目を不開講 とし,非常勤講師への

担当者差 し替えをしたこと」,事実② 「2005年 〔平成 17年〕 5月 9日
,

当時学部長であった二官が,調査会社のサイバーブレインズか ら被告宛に送

られてきた封書を開封 し,そ の請求書の内容についてサイバーブレインズに

電話で問い合わせたこと」,事実③ 「2012年 〔平成 24年〕 4月 6日 か

ら2013年 〔平成 25年〕 3月 11日 までの間に,被告の特任教員への学

部執行部およびカ リキュラム委員会による組織的な妨害があったこと,の 3

事実であるとする (15頁 )。

しかし,上記 3つ の事実は断片的事象であ り,登場人物 も限られ るのであ

って,「執行部による継続的かつ組織的」 とい う意見論評の前提 となる事実

は存在 しないc存在するのは,個別の 「パ ワハラ」なる意見論評の前提事実

だけであるc

すなわち,「 執行部による継続的かつ組織的」 との意見論評に対 しては ,

事実①～事実③は,つ ながる部分のない無関係の事実である。

(3)原審の誤 り

原審は,「組織的・継続的・計画的」について 「前提 とする事実の うち重

要な部分が不足 しているJと の控訴人の主張について,た だ事実① ,事実② ,

事実③ 「を前提に,本件大学経営学部において,執行部により継続的かつ組

織的に被告に対するパワハラが行われていたとの見解を示 したもの と解 され

るか ら」 と判示するだけであ り,なぜ事実①～事実③が 「組織的・継続的・

計画的」の前提 となる事実なのか,理由が示 されていないc

投稿者が 「組織的Jだ と推論 したのなら,何か組織が関与 していると思わ
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れ る前提事実があるはずだ し,「継続的」だ と推論 したのな ら,断片的なで

きごとではない と思われる前提事実があるはずだ し,「 計画的」 と推論 した

のなら,そ の計画をイメージさせる何 らかの前提事実があるはずであるc

しか し,事実①～事実③には,そ のような前提事実が含まれない。

また,原審判決は 「摘示 された前提事実に照 らして当該意見が相当か不当

か とい うようなことは,そ もそも真実性等の判断の対象 となるものではない

か ら,原告の上記主張は,失当である」 とも判示 しているが,意見の合理性

が真実性立証の対象 とならないことは意見論評型である以上,当 然である。

控訴人は当該意見が相当か不当かを問題 にしているのではなく,「組織的

・継続的・計画的」 とい う意見論評の前提事実がない, と主張 しているもの

である。

上記のとお り,東京高決平27・ 2・ 5(判例集未登載)は,推論の不合理 さ

は意見 としての逸脱性の考慮要素になると判断 してお り,本件で も,「組織

的 。継続的・計画的」 とい う推論の不合理 さは違法性阻去「事由の考慮要素に

もなる。

た とえ_ば ,「 カラスが彼の肩にとまった」 とい う事実を前提に 「彼は殺人

犯人である」 とい う意見論評をした事例を考えてみれば,推論であれば何で

も表現の自由として許 されるわけでないことは自明であるc

第 4 業務遂行権侵害

1 原審判決

原審は,「 原告が主張する業務妨害の内容は,要す るに,被告の本件行為に

よつて原告ない しその運営する本件大学の社会的評価が低下 し,それに伴い信

用が毀損 された結果,本件大学の運営に係 る原告の業務に悪影響が生 じたとい

うにすぎない ところ」 としているが (32頁 ),控訴人は業務遂行権侵害を主張
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しているのであって,名 誉権侵害の主張 とは別である。

業務遂行権侵害に関し原審の判断はなされていない。

2 控訴人の主張

東京高裁平成 20年 7月 1日 決定は,「 法人の 「業務」は固定資産及び流動

資産の使用を前提に自然人たる従業員の労働行為によつて構成 され るc法人の

「業務」に対する妨害がこれ ら資産の本来予定された利用を著 しく害 し、かつ、

業務に従事する者に受忍限度を超える困惑・不快を与えるときは、法人の財産

権及び法人の業務に従事す る者の人格権の侵害 とも評価す ることができるこ

と、使用者である法人は、業務に従事する者が上記の受忍限度を超 える困惑・

不快 を生ず る事態に曝 されないよ う配慮す る義務 を有すること、「業務」カラ」

法上も保護法益 とされ、その妨害が犯罪行為 として刑罰の対象 とされているこ

と (升」法二三二条、二三四条)等にかんがみると、当該法人が現に遂行 し又は

遂行すべき 「業務」は、財産権及び業務に従事する者の人格権をも内容に含む

総体 としての保護法益 (被侵害利益)と い うことができる.そ して、このよ う

な業務 を遂行す る権利 (以 下 「業務遂行権」 とい う。)は 、法人の財産権及び

従業員の労働行為により構成 され,る もσ)で あ り、法人の業務に従事す る者の人

格権を内包す る権利 とい うことができるか ら、法人に対する行為につき、①当

該行為が権利行使 としての相当性を超え、②法人の資産の本来予定 された利用

を著 しく害 し、かつ、これ ら従業員に受忍限度を超える困惑・不快を与え、③

「業務」に及ぼす支障の程度が著 しく、事後的な損害賠償では当該法人に回復

の困難な重大な損害が発生すると認 められる場合には、この行為は 「業務遂行

権」に対する違法な妨害行為 と評することができ、当該法人は、当該妨害の行

為者に対 し、「業務遂行権」に基づき、当該妨害行為の差止めを請求す ること

ができると解するのが相当である。」 としているc

つま り,法人に対する攻撃行為が①権利行使 としての相当性 を超え,②従業

者に受忍限度を超える困惑・不快を与え,③業務に対する支障の程度が著 しい
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場合には差止請求 さえ可能, との結論である。前提 として,かかる業務遂行権

侵害は不法行為をも構成するc

本件では,①個人のプライバシー情報を含む訴訟記録や後述の非公開記録が

伏せ宇処理 もされずに公開され,本件ブログを構成するすべてのページに 「大

阪経済大学パ ワハラ訴訟、経営学部執行部 (井形浩治、池島真策、北村賓、二

宮正司、樋 口克次)に よるパワハラ」 とのタイ トルが付 されるとともに,各ペ

ージの上部に 「◆大経大経営学部、特定の歴代学部執行部によるパ ワハラ/ア

カハ ラ訴訟の全貌 を情報公開す る」「パ ワハ ラ/ア カハラに関与 した学部執行

部 (2014年 度時点 )」
「井形浩治被告、池島真策被告、北村賞元副学長、

二宮正司元学部長、樋 口克次元副学部長、田中健吾元学部長補佐、吉野忠男現

冨1学部長」 と記載 されてお り (甲 第 1号証の 1～ 19),大 学および執行部メ

ンバーの信用をお としめる意図が容易に見て取れることか ら,権利行使 として

の相当性を超えている。② これにより,在籍中の教職員,学生,同 窓生,学生

の父兄,学校関係者に対 して過度の困惑 と不快の念を抱かせてお り (池島教授

につき甲第 3号証の 2,北村教授につき甲第 3号証の 3,木村教授につき甲第

3号証の 4,高原教授につき甲第 3号証の 5,同 窓生,受験生及びその父兄に

つきにつき甲第 3号証の 1,甲 第 3号証の 6),③受験者の減少 (甲 第 3号証

の 1),不安・困惑解消のための学内対応 ,学外対応 (甲 第 3号証の 1,P7)

等,業務に対する支障が著 しい (甲 第 3号証の 1, P8)c

したがつて,本件ブログは控訴人の業務遂行権を侵害するc

第 5 事実誤認

1 前提事実

原審半」決は,上記のとおり,記載されている事実を,事実①「2003年 〔平

成 15年〕 2月 ～3月 ,学部執行部が,海外留学中の被告の 2部担当科目を不
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開講 とし,非常勤講師への担当者差 し替えをしたこと」,事実② 「2005年

〔平成 17年〕 5月 9日 ,当 時学部長であつた二宮が,調査会社のサイバーブ

レインズか ら被告宛に送 られてきた封書を開封 し,そ の請求書の内容について

サイバーブ レインズに電話で問い合わせたこと」,事実③ 「2012年 〔平成

24年〕 4月 6日 か ら2013年 〔平成 25年〕 3月 11日 までの間に,被告

の特任教員への学部執行部およびカ リキュラム委員会による組織的な妨害があ

ったこと,の 3事実であるとする (15頁 )。

そ して,各事実の真実性を検討 しているが,証拠に基づかない事実誤認,経

験則違背の事実誤認が含まれている。

2 事実①

(1)原審判断

原審は,「学部執行部は,海外留学中の原告の 2部担当科 目を不開講 とし,

非常勤講師への担 当者差 し替えをす る。」 との記載 (甲 1の 3,2003年 2月

～3月 )について,当 事者間に争いはない と事実認定 している。

(2)摘示事実の認定誤 り

しか し, この表のセルに記載 されているのは,「学部執行部は,海外留学

中の原告の 2部担当科 目を不開講 とし,非常勤講師への担当者差 し替えをす

る。※原告へのアカハラの始ま り」であって,原審は意図的に 「※原告への

アカハラの始 まりJを 除外 している(

一般読者の普通の注意 と読み方を基準にすれば,こ のセルの記載 (甲 1_の

3)は ,「組織的アカハ ラとして,科 目不開講措置が実施 された」なる事実

摘示だと読め,控訴人の社会的評価を低下 させ るc

(3)反真実性 (総論 )

しかるに,すでに主張の とお り, 2部担当科 目を不開講にした事実はある

が,それはカ リキュラム委員会での審議 を経て,そ の提案に基づ く教授会の

決定に従ったものであ り,「原告へのアカハラの始ま り」ではない。
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(4)反真実性 (各論 )

被控訴人は,当 時経営学部でなされた 2部改革に伴 うカ リキュラム変更を

反映 した 2003年 4月 1日 施行学則の科 目 (以 下,「新科 目Jと い う)の

名称に異論があったが,改革初年の新学期を迎えようとする時期であったた

め,別の担当者を探す こともできず,控訴人 (学部執行部)は教授会の承認

を経て新科 目を初年度不開講 とした。

ただ し, 2003年 度は, 2002年 度入学生が卒業するまでの期間は新

科 日と併存する 2部 の 2003年 4月 1日 施行前の学則の科 目 (以 下,「 1日

科 目」 とい う)を被控訴人が担当し,就業規則上の義務 コマ数 (4コ マ)を

維持するよう,学部執行部か ら提案を行ったc

被控訴人か らは 2003年 3月 7日 のメール (乙 1)で 「(新科 目担当を)

私の方か らお断 りします。」 とい うメールがあ り,北村学部長か らは, 20

03年 3月 18日 のメール (乙 1,乙 43)で 「2部改革を通す過程で 1部

教育に専念 したい方はそれを認め強制 しないことが条件 とな りま した。」「2

部教学の理念を 「キャリア形成の支援」に移 しま したので各教師の学問・講

義 とい う性格は大変薄 くな りました。 この間の議論の結果先生は 2部新カ リ

キュラム科 目を辞退 したと了知 してお ります。 しか しそれでは,就業規員り上

の義務履行ができません,。 そこで,勝手なが ら, 2部 1日 カ リキュラム科 目の

「情報管理論Jを 昨年までのように開講いただきた く存 じます。 |ロ カ リ開講

がなくなる 2.3年 の うちに,新カ リの科 目名,担当問題 も解決策を探って

いかざるを得ません。御 了解 くだ さい。」 とあ り,樋 口昌」学部長か らは, 2

003年 3月 7日 付の メール (乙 1)で 「(Ⅱ 部改革の議論により)I部 と

連動 したⅡ部 とい う概念は終わ りま した。広 く社会人の再学習を対象 として
,

独 自色をベースに存続 してい くことになったのです。」「ある専任の方か ら

新 2部 での科 目名称に関しま して問題提起があ り, lヵ 月にわた り議論をし

てまい りま したc名 称変更がおか しい との指摘で した。その議論の中で繰 り
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返 し I部の科 目とⅡ部の科 目はその名称が異なることがあ りうること,ま た

I部 に見 られる,科 日と担当者 との連動性はⅡ部にはないことを説明 してま

い りました。結果 といた しましてこの新カ リキュラムは 2003年 度不開講

とな り,旧科 目として 1日 担当者が開講することとな りま した。 この 「情報経

営論 I・ Ⅱ」に関しま しても,同様の議論があてはまるものだと判断 してお

ります。」等の丁寧な説明を行つている。

被控訴人が科 目名に異論があった 2部新科 目を 2003年 度に不開講にし

た事実はあるが ,十 日科 目は 2003年 度 も被控訴人担当として開講 している。

これ らは, 2002年 度経営学部教授会で繰 り返 し2部改革議論を行い,最

終的に,カ リキュラム委員会での審議 を経て,そ の提案に基づ く教授会での

カ リキュラム決定に従ったものであ り,「※原告へのアカハラの始ま り」で

はない。

科 目を一方的に,学部長および副学部長のみで変更できるものではなく,

また,当 時の 2部改革を行つていた経緯,背景か らも (甲 8:経営学部 2部

に関する新聞記事),被控訴人のみな らず多 くの教員の担当科 目や開講時間

の変更を余儀なくされ′ることは自然な帰結であるc

なお,2003年 度において経営学部に「ビジネス法学科」を設置中請 (2

004年 度設置)す るにあた り,経営学部所属の各教員を 1部経営学科 , 2

音「経営学科そ して 1部 ビジネス法学科へ教員組織編制 (大学設置基準第 13

条に基づき,各学科へ学生定員数に応 じた必要教員を害1り 当てること)を し

て文部科学省に提出する2、 要があつた ところ,被控訴人は,留学か ら,需 国後

の教授会 (乙 42)で は,被控訴人か ら「2部の情報管理論を担当 している

が,来年度か ら担当しないので張 り付 けないで欲 しいc」 との発言があ り,

被控訴人は,新科 目はもちろん 1日 科 目 (情報管理論)も 担当しないこととな

り, 2004年 度以降,本人の希望により被控訴人は, 1部経営学科の所属

として, 2部科 目を担当しない教員 となった。 (甲 9:2004.4.1教
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員組織図)。

事実②

(1)原審判断

原審は,「 サイバーブ レインズか ら本件大学経営学部内の被告宛に送付 さ

れた郵便物が,当 時の学部長であつた二宮のもとへ送 られた」 と事実認定 し

ているが (24頁 ),他方で,二宮の回答 として 「経営学部宛てになっていた

ため, 自分のところにきた」 とい う事実認定をしている (24頁 )。

(2)事実認定の誤 り

二つの認定事実は 「被告宛」なのか 「経営学部宛て」なのかとい う点で食

い違 う。原審は 「被告宛」だと事実認定 しているが,判決理由を読む限 り,

その理由としては,封筒の表面に 「吉井康雄様」 と書いてあった との事実が

前提になっているようであるc

しか し, これは誤 りであるc

なぜな ら,「御請求書J(乙 10)の 左上には,「 〒5338533 大阪市東淀

川 区大隅228」 「大阪経済大学 経営学部 御 中」 との住所・宛先が記載

されてお り,「吉井康雄様」 との記載はないcた しかに,備考欄には 「吉井

康雄様Jと い う記載があるものの,データベース管理である以上,請求書の

宛先 と封筒に貼るラベルの宛先は同 じだと考えるのが合理的である3

実際,封筒の宛名に 「吉井康雄様Jと 記載 されていなかったがゆえに,二

宮のもとに回送 された。 この事実は,上記原審の認定 した,「経営学部宛て

になっていたため, 自分のところにきた」 との回答 と一致するこ

控訴人における郵便物の取 り扱いでは,「経営学部長宛Jま たは 「経営学

部 宛」のものについては学部長室へ回送 され,教員個人宛の郵便物は,教

員用メールボックスヘ回送 され ることになっているc

被控訴人は請求書の再発行 を要請 しているが (乙 11), これにより再発

行 された御請求書の宛先は 「〒634-0805 奈良県橿原氏地黄町1722」 「大
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阪経済大学 経営学部 吉井康雄様」 となってお り (甲 10),大 学の住所

ではなく被控訴人の個人住所 となっているc

この請求書では宛先が個人住所ゆえ,封筒の宛猛 ラベル も個人住所になっ

たもの と考えるのが合理的であるc

したがって,「学部長であつた二宮が,サイバーブ レインズか ら被告宛に

送 られた郵便物を無断で開封 し,封入 されていた請求書の内容につき,サイ

バーブ レイ ンズに電話で問い合わせた とい う事実 (事 実② )」 (25頁 )は ,

反真実である。「被告宛 に送 られた郵便物 を無断で開封 し」た事実はな く,

経営学部宛ての郵便物を自らの権限で開封 した事実が真実である (甲 11)G

(3)サイバーブ レインズ社への問い合わせ経緯

なお,二宮は 「御請求書」 (乙 10)に ついて,サイバーブ レインズ社ヘ

問い合わせを行つたが,こ れ もまたパ ワハラやアカハラではない。その理由

については次のとお りである。

まず,控訴人における共同研究費交付 申請手続きは,前年度に申請書を提

出す ることになっている。申請書には研究 目的・計画,研究者代表・研究分

担者名 と役害1分担,研究費予算内訳などの記入が要求 される。

申請書は,先ず,各学部か ら選出された委員で構成する 「研究委員会」に

おいて研究 目的・研究分担者 。研究費予算などの内容が精査 されて,研究費

支給の適否が審査 される。 この審査に通つた申請書には,学長 と各学部長の

決裁欄が取 られてお り,学部長はそれを確認の上,押 印す るのが職務であるc

これ らの押印を得た申請書は,研究委員会の提案 として教授会で審議 され ,

最終決定 される。

他方,大学における研究費の使用については,一般に,研究費を 「受給す

る個人」が予算内訳に員」して執行する。支払に際 しては,財・サー ビス販売

業者か ら「研究者個人宛請求書」を受け取つた後 , この請求書を学務課 (2

010年 5月 1日 付組織改編により研究支援課)へ提出するЭ次に,学務課

- 19 -



(当 時)は請求書添付の書類を経理課へ回送 し,経理課で予算執行の手続き

をして当該業者へ支払われる。

二宮がサイバーブ レインズ社へ問い合わせた理由の 1つは,当 該郵便物 (封

筒 ,請求書)の宛名が 「経営学部御中」 となっていて,上記のルールに沿っ

てないことか ら,封筒 と請求書の宛先を明確にするためであった。

また,上記の共同研究費交付申請書が回覧 されて来た時に,学部長は当該

学部の申請書について,その内容を一覧するのが職務である。

もう1つの問い合わせ理 由は,調査を丸投げのような形で外部委託するこ

とについて,申請書の一覧で記憶に残っていた印象 と比べて,直観的に違和

感 を抱いたことである。折 しも当時は,研究費の不正使用に対する多 くの厳

しい対応・報道がなされていた時期 (甲 12:日 本経済新聞記事 2006.

3.21)で もあつた。

事実③

(1)原審判断

原審は,事実③ 「2012年 〔平成 24年〕 4月 6日 か ら2013年 〔平

成 25年〕 3月 11日 までの間に,被告の特任教員への学部執行部およびカ

リキュラム委員会による組織的な妨害があったこと (15頁 )と しつつ も,「 事

実③は真実であると認められる」 とする (25頁 )c

(2)事実誤認

しか し,前件訴訟でも関与 している人物は 2名 だけであ り,「 学部執行部

およびカ リキュラム委員会による組織的な妨害」などは認定 されてお らず ,

前訴の判断にも抵触する,重大な事実誤認であるc

また原審は,「 当時は第 2部の改革を行つている最中であ り,カ リキュラ

ムの変更は自然な帰結であって合理性があったなどとして,井形 と池島が被

告の特任教員任用申請を故意に妨げた事実はない と主張する」などと判示す

るが (30頁 ),第 2部の改革を行つていたのは,事実①に関する時期であ り,
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事実③に関する時期ではない。原審は主張の時期 を取 り違えている。

さらに原審は 「原告は,カ リキュラム委員会及び数十名で構成 される本件

教授会においてカ リキュラムが承認 されてお り,被告個人の特任教員任用を

故意に妨害することは不可能であると主張する」などと判示するが (30頁 ),

カ リキュラム委員会及び数十名で構成 される本件教授会においてカ リキュラ

ムが承認 されている事実は,「組織的パワハラ,組織的アカハ ラ」の反真実

性の主張立証であつて, 2名 による故意の不法行為 (前件訴訟判決の内容 )

を否定 しようとするものではない。

2名 の不法行為は前件訴訟で認定 された事実ではあるが,個人の不法行為

がイ コール組織の不法行為になるものではない。使用者責任にしても,パ ワ

ハラ・アカハラの代位責任ではない。

ゆえに,個人の不法行為をもつて 「組織的パ ワハラ,組織的アカハラ」が

真実だと認定する原審判決には,経験員」違背の違法があるc

(3)特任教員市」度

そもそも,特任教員任用は,雇用期間満了による契約終了後の再雇用制度

である。新たな雇用である以上,採用偵1の裁量範囲はきわめて広い (最大判

昭48・ 12・ 12民集27巻 11号 1536頁 )3

この観点か らヒ/て t),「 組織的パ フハラ,組織的アカハラJは反真実であ

る。誰を採用するかは採用側において 自由に決めて良いのであ り,被控訴人

を採用する義務 さえない
=

前訴控訴審判決 において 1),「 (任用基準を満たす者 が特任教員への任用

を申請すれば,特任教員に任用 されるとい う)労使慣行があった と認めるこ

とはできない との前記半」断が左右 され ることはない。」 (19頁 14行 )と

半レスさオ■ている。

控訴人の特任教員制度の趣 旨は,「本学の教育,研究水準の向上のために

特に必要があると認 められるときは (中 略)一定の基準をみた した者を特任
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教員 として任用す ることができる。」 (特任教員任用規程第 2条 ,乙 13)

とい うものであ り,規程に基づき任用の可否を審査 しているc

なお,被控訴人の特任教員任用手続に際 して,ま ず 2016年 1月 15日

の経営学部教授会において,井形 。池島の行為について,同氏 らによる総括

文書 (甲 13:吉 井氏の問題に対する経営学部における確認依頼)を配布の

上,検討を行つた ところ,問題ないことが確認 されたc(甲 14:2016

年 1月 15日 教授会議事録 )。

そ して, 2016年 2月 23日 学内理事会において,こ の確認 を含む総括

(甲 15:2016年 2月 23日「特任教員任用をめぐる吉井氏問題の総括」)

が報告 され,その内容が概ねオーソライズされている。

パ ワハ ラ・アカハ ラの事実

(1)被控訴人 による主張撤回の事実

被控訴人は,パ ワハ ラ・アカハ ラの主張を撤 回 し,理事会 の要求 に応 じて

い る (甲 16, 甲 17, 甲 18)c

したがって,パ ワハ ラ・アカハ ラは反真実である。

(2)詳細な事実関係

被控訴人は 2005年 9月 頃に,事実① ,事実②等 に記載 の事実や秘密文

書である人権委員会文書 を含む 「教員活動評価 に関す る規程 とパ ワハ ラに関

す る資料」 (甲 16)と 題す る文書 を,学内外 の理事,評議 員や教職 員 に広

く文書配布 を行 つた。

2005年 10月 4日 学内理事会 において,当 該事実の報告があ り,当 時

の学長,総務担 当理事お よび事務局長が担 当 して学内理事会 において調査 を

したところ,①全てに渡り事実誤認があるということ,②文書の配布先,配

布方法を2週間以内に理事会に報告すること,③配布文書を回収し2週間以

内に理事会へ報告すること,④大学の専用封筒,大学の設備を使用したので
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あればその費用を弁済することの 4点について結論に至 り,事務局長名での

被控訴人へ通告文書 (貴殿が配布 された 「教員活動評価に関す る規程 とパ ワ

ハ ラに関す る資料」 (以 下 「吉井配布文書」 とい う)に係 る通告J(甲 17

:乙 122)を 交付 し,上記理事会の結論を伝 え,配布先の報告,文書回収

や弁償を命 じた。

被控訴人は,当 該通告を受け入れ,文書回収及び費用弁償を行つた (甲 18

:10月 19日 付け理事会通告文書に関する回答 )。

つま り, 自身の配布文書の内容 (事実①および②に関する事実を含む)に

事実誤認があるとの控訴人主張を受け入れ,理事会の通告に応 じたのであるc

第 6 損害額

1 -部 請求

原審準備書面で主張の とお り,名 誉権侵害の損害額は 365万 5410円
,

業務遂行権侵害の損害額は 942万 0690円 ,守秘義務違反による損害額が

192万 3900円 とな り,合計金額が 1500万 円となるが,控訴審では ,

その一部請求 として金 200万 円の支払いを求めるc

2 害」付額

害J付額は,守秘義務違反の損害額を 30万 円,名 誉権侵害の損害額を 100

万円,業務遂行権侵害の損害額を 70万円とするc

以 上
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